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 募集要項の主な変更点 

修正箇所 従来ベースの募集要項 変更点 

全般 

 移管先法人等 移管先法人 

本編 

３ 移管に係る基

本的事項 

（Ｐ７） 

⑵ 業務の引継ぎ・共同保育 

ア 期間 

  平成３１年４月１日～平成３３年３月３１日（最長） 

イ 実施方法（予定） 

 （ア）移管前（平成３１年度） 

対象者 期間及び日数 

園長予定者 １人 
４月～１２月 原則週  １日 

１月～ ３月 原則週２．５日 

主任保育士予定者 １人 
４月～ ８月 原則週  １日 

９月～ ３月 原則週  ５日 

幼児クラス担任予定者 ３人 

（各クラス１人） 

６月～ ８月 原則週  １日 

９月～１２月 原則週２．５日 

１月～ ３月 原則週  ５日 

乳児クラス担任予定者 ３人 

（各クラス１人） 

６月～１２月 原則週  １日 

１月～ ３月 原則週  ５日 

調理員予定者 １人 
６月～１２月 原則週  １日 

１月～ ３月 原則週  ５日 

   ※ 京都市民間保育園職員給与等運用事業（プール制）における給料

表等に基づき本市が算定した人件費の補助を予定しています。 

 （イ）移管後（平成３１年度） 

時 期 派遣職員（本市職員）※ 頻 度 

平成３１年４月～ 

 平成３２年３月 

副所長 １人 

移管前の担任 ６人 
必要な日数 

   ※ 移管後の状況に応じて，本市からの派遣職員を適宜減らします。  

   ※ 引継ぎ・共同保育終了後は，本市職員が定期的に訪問し，

保育の状況を確認します。 

⑶ 業務の引継ぎ・共同保育 

ア 期間 

  平成３１年６月１日～平成３２年３月３１日 

イ 実施方法（予定） 

対象者 期間及び日数 

園長予定者 １人 平成３２年１月～ ３月 原則週２．５日 

クラス担任予定者 １人  

（0 歳児担任のみ） 

平成３１年６月～１２月 原則週  １日 

平成３２年１月～ ３月 原則週  ５日 

調理員予定者 １人 
平成３１年６月～１２月 原則週  １日 

平成３２年１月～ ３月 原則週  ５日 

 ※ 京都市民間保育園職員給与等運用事業（プール制）における給料

表等に基づき本市が算定した人件費の補助を予定しています。 

 

資料３ 
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修正箇所 従来ベースの募集要項 変更点 

３ 移管に係る基

本的事項 

（Ｐ７，８） 

 

（追加） ⑷ 本市職員の派遣 

  移管日の前日に在所している児童が卒所するまでの期間，対象児

が在籍するクラスについては，市の保育士を派遣し，保育を行いま

す。 

 ア 職員派遣の根拠 

本市職員の派遣は，京都市公益的法人等への職員の派遣等に関

する条例第２条第１項の規定により，移管先法人との取決めに基

づいて行います。 

 イ 派遣する市職員の体制及び業務内容 

移管日の前日に在所している児童が在籍するクラスの保育業務

に従事させるため，クラス担任保育士を派遣します。 

また，クラス担任保育士に加えて，①保育及び運営への関与，

②保育の実施内容及び引継ぎ内容の確認，③派遣職員の管理監督

の業務に従事させるため，課長級の保育士の職員（移管先法人に

おける副園長相当を予定）を派遣します。 

 ウ 派遣する市職員数 

京都市保育士配置基準及び障害児認定区分に応じた職員加配基

準により算出します。 

 エ 派遣期間 

移管日の前日に在所している児童が卒所するまでの期間 

 オ 派遣する市職員の勤務条件等 

移管先法人と本市において，京都市職員給与条例等の規定に基

づいた内容で取り決めることとします。 

（追加） ⑸ 移管先法人の職員体制 

 園長，本市職員を派遣するクラス以外に必要な保育士，調理員及

び一時預かり対応に必要な保育士を確保してください。 

（参考）年度ごとの職員配置の考え方 
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修正箇所 従来ベースの募集要項 変更点 

４ 施設整備に係

る基本事項 

（Ｐ９） 

（追加）  本市が用意する保育所用地において，次の各号に掲げる条件を満た

す保育所を整備してください。 

 なお，施設整備に当たっては，国が定める補助金交付要綱に基づき，

本市の予算の範囲内において補助の対象となります。ただし，学校法

人については，２箇年事業の場合，補助の対象外となりますので，御

注意ください。 

⑴ １７０人定員規模の保育所とし，定員の超過入所についても考慮

すること（移管日の前日に在所している児童が卒所するまでの期間

については，保育所として運営すること。）。 

⑵ 京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員，設備及び運営の

基準等に関する条例に定める基準を満たすこと。 

⑶ 送迎用の駐車スペース（１０台程度）及び駐輪スペースを確保す

ること。 

⑷ 近隣の生活環境に対する影響に配慮すること。 

⑸ 平成３０年１１月以降に着工し，平成●●年●●月までに完了の

うえ，平成３２年４月から運営できるようにすること。 

５ 申請資格 

（Ｐ９） 

⑴ 京都市内において，認可保育所，認定こども園又は認可幼稚園を

運営している者であること。 

⑴ 平成３０年１１月時点で，京都市内において，認可保育所，認定

こども園又は認可幼稚園を運営している社会福祉法人又は学校法人

であること。 
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修正箇所 従来ベースの募集要項 変更点 

８ 移管先候補者

の選定等 

（Ｐ１３～１５） 

⑴ 移管先候補者の選定方法 

  第一次審査及び第二次審査の合計の得点が１０５点（得点率７

０％）以下の場合や第一次審査及び第二次審査の各中項目において，

小項目の合計点が０点の中項目がある場合等，市営保育所移管先選

定部会において移管先として適当でないと判断した場合は，移管先

候補者として選定しません。 
 

 ア 第一次審査（書面審査） 

 審査項目（大項目）の運営実績に係る審査項目の得点小計を２

５点満点とし，事業計画に係る審査項目の得点小計を７５点満点

として得点を換算します。 

 
 

 運営実績に 

係る配点 

事業計画に 

係る配点 

計 

書面審査 ２５点  ７５点  １００点  

実地審査 ５０点  －  ５０点  

計 ７５点  ７５点  １５０点  
 

⑴ 移管先候補者の選定方法 

  第一次審査及び第二次審査の合計の得点が１４０点（得点率７

０％）以下の場合や第一次審査及び第二次審査の各中項目において，

小項目の合計点が０点の中項目がある場合等，市営保育所移管先選

定部会において移管先として適当でないと判断した場合は，移管先

候補者として選定しません。 
 

 ア 第一次審査（書面審査） 

 審査項目（大項目）の運営実績に係る審査項目の得点小計を２

５点満点，事業計画に係る審査項目の得点小計を７５点満点，整

備計画に係る審査項目の得点小計を５０点満点として得点を換算

します。 
 

 運営実績に 

係る配点 

事業計画に 

係る配点 

整備計画に

係る配点 

計 

書面審査 ２５点  ７５点  ５０点  １５０点  

実地審査 ５０点  －  －  ５０点  

計 ７５点  ７５点  ５０点  ２００点  
 

（追加） ⑸ 人事委員会規則の改正 

  移管先候補者の選定後，３⑷に記載の本市職員の派遣を行うため，

移管先候補者が京都市公益的法人等への職員の派遣等に関する条

例第２条第１項第１号に定める法人の要件に適合するものとして，

人事委員会規則の改正（職員を派遣する法人等への移管先候補者の

追加）がされることとなります。仮に，移管先候補者が移管前に当

該要件に適合しないこととなったときは，上記の規則改正がされ

ず，この場合，移管事務を停止することがあります。 

  なお，上記により移管事務を停止した場合において，移管先候補

者が保育所の移管に関して支出した費用等については，補償できま

せんので，あらかじめ御了承ください。 
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修正箇所 従来ベースの募集要項 変更点 

移管後の運営に係る基本事項 

１ 保育所運営 

 定員・運営 

（Ｐ２６） 

保育所又は認定こども園（幼保連携型又は保育所型）として運営すること  保育所として運営すること 

崇仁保育所の過去の歳児別受入割合に沿った児童の受入れを行うこと

（別添１参照） 

定員は１７０名とすること 

２ 職員について 

（Ｐ２６） 

※ 移管後に当該保育所を認定こども園として運営する場合，「保育

士」は「保育教諭」と読み替える。 

（削除） 

２ 職員について 

 職員数 

（Ｐ２６） 

本市の基準に基づく保育士等を確保すること 

障害児認定区分に応じた職員加配基準に基づき保育士を配置すること 

各年度において，必要となる保育士等を確保すること 

２ 職員について 

 保育士 

（Ｐ２６） 

次の常勤保育士を確保し，移管を受けた保育所において勤務させること  

・保育士等（保育士，保育教諭，幼稚園教諭）として経験 10年以上又

は法人が運営する園での経験が 7年以上の保育士を３人以上（うち

1人は乳児保育経験のある者） 

・上記のほか，乳児保育経験のある保育士を 2人以上 

・保育士等として経験 5年以上の保育士を  1／3以上 

（削除） 

２ 職員について 

 引継ぎ・共同保育 

（Ｐ２６） 

 

対象者 期間及び日数 

園長予定者 
４月～１２月 原則週  １日 

１月～ ３月 原則週２．５日 

主任保育士予定者 
４月～ ８月 原則週  １日 

９月～ ３月 原則週  ５日 

幼児クラス担任予定者

（各クラス１名） 

６月～ ８月  原則週  １日 

９月～１２月 原則週２．５日 

１月～ ３月 原則週  ５日 

乳児クラス担任予定者

（各クラス１名） 

６月～１２月  原則週  １日 

１月～ ３月 原則週  ５日 

調理員予定者１名 
６月～１２月  原則週  １日 

１月～ ３月 原則週  ５日 

 

対象者 期間及び日数 

園長予定者 １人 平成３２年１月～ ３月 原則週２．５日 

クラス担任予定者 １人 

（０歳児担任のみ） 

平成３１年６月～１２月 原則週  １日 

平成３２年１月～ ３月 原則週  ５日 

調理師予定者 １人 
平成３１年６月～１２月 原則週  １日 

平成３２年１月～ ３月 原則週  ５日 

移行期間としての引継ぎ・共同保育期間中は，保育内容や職員配置等

運営に係る市からの助言・要請に対して誠実に応じること 
（削除） 

 


